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国内産農産物（岐阜県産）の銘柄設定に係る意見聴取の議事録 

 

日 時：令和５年 12 月５日（火） 13時 30分～14時 30 分  

場 所：東海農政局岐阜県拠点大会議室 

 

 

【出席者】 

（行政機関） 

岐阜県中山間農業研究所中津川支所     支所長兼部長研究員 宮本 善秋 

                       研究員       工藤 渓汰 

 

（関係機関） 

  岐阜県米麦改良協会            事務局長      桂川 直人 

岐阜県酒造組合連合会           事務局長      河野 武夫 

岐阜県ＪＡ農産物検査協議会                  宮田 和奏 

（全国農業協同組合連合会岐阜県本部米穀部米穀販売課）         

岐阜県商系グループ農産物検査協議会    会長        恩田 喜弘 

(株式会社ギフライス)    

   

（登録検査機関） 

  陶都信用農業協同組合経済部農業課     係長        内藤 篤 

 

（申請者） 

岐阜県農政部農産園芸課          米麦大豆係長    中田 恵美 

 

（東海農政局） 

生産部生産振興課             課長補佐（流通）   近藤 和彦 

生産部生産振興課             検査技術指導官   髙橋 宏禎 

生産部生産振興課              検査技術指導官    清水 強 

  生産部生産振興課             行政専門員      本田 隆浩 

 

【議事内容等】 

１．開 会 

【東海農政局生産部生産振興課 髙橋検査技術指導官】（以下「事務局」という｡） 

定刻となりましたので、「銘柄設定に関する意見聴取会」を開会します。 

本日は、お忙しいところご参集いただきありがとうございます。本日の司会を努め

させていただきます、東海農政局生産部生産振興課検査技術指導官の髙橋です。よろ

しくお願いします。 

開会に当たりまして、東海農政局生産部生産振興課 近藤課長補佐からあいさつを

申し上げます。 
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２．あいさつ 

【生産部生産振興課 近藤課長補佐】 

（あいさつ内容 省略） 

 

３．国内産農産物の銘柄設定等申請手続きの概要説明 

【事務局】 

本意見聴取は、公開で行うこととなっていることから一般からの傍聴を認めていま

すが、本日におきましては一般からの傍聴希望はございませんでした。 

なお、始めにお断りしておきますが、本日の意見聴取会の結果につきましては議事

録を作成しますので、発言内容については全て録音をさせていただきます。なお「国

内産農産物銘柄設定等申請手続マニュアル」に基づきまして、議事録は一般の閲覧に

供することとなっており、東海農政局のホームページで公開させていただきますので

あらかじめご了承願います。 

資料の確認ですが、お手元の封筒に議事次第(出席者名簿、座席表)、銘柄設定等の

流れ図、要望の受付結果、申請書の写しを一つにした参考資料、また、参考資料２と

して「国内産農産物銘柄設定等申請手続マニュアル」を用意しておりますのでご確認

ください。 

それでは、東海農政局生産部生産振興課 近藤課長補佐を議事進行役として議事を

進めたいと思います。 

近藤課長補佐よろしくお願いいたします。 

 

【東海農政局生産部生産振興課 近藤課長補佐】（以下「議事進行役」という。） 

東海農政局生産部生産振興課の近藤です。本日の議事進行につきまして、皆様のご

協力のもと円滑な議事進行を行いたいと思いますので､よろしくお願いします。 

それでは、議事次第に基づき概要説明として「国内産農産物銘柄設定等申請手続き

の概要」を事務局から説明してください。 

 

【事務局】 

皆様のお手元にお配りした「参考資料」にあります「銘柄設定等の流れ図」をご覧

ください。 

産地品種銘柄の設定等の申請については、銘柄設定等の要望者からの申請と、東海

農政局長が必要と認めた場合があり、受付期間の 10月末までに申請することになって

おります。 

設定の要件としては、農産物検査において銘柄鑑定が可能であること、農産物規格

規程に定める品位規格の適用が可能であること等、６つの要件があり、廃止の要件は

銘柄設定要件のいずれかを満たさなくなること等、３つの要件があります。 

東海農政局に提出された申請書については、内容を確認し農政局のホームページ及

び掲示板により公表し、意見を募集します。 

その後、農産物検査に関し学識経験を有する者及び関係団体等から意見聴取を行い、



 - 3 - 

申請書と意見聴取の結果を 12月末までに農林水産省農産局長に報告をしていきます。

農産局長は、申請に基づき銘柄の設定等を行う必要があると認めた場合には、農林水

産大臣が行う農産物規格規程の改正手続を行います。 

改正の事務手続は３月末までに行われ、その後、農林水産省告示が行われます。申

請者には結果を通知し、関係者、関係団体等にもお知らせします。 

以上が国内産農産物の銘柄設定の手続きですが、令和６年産の銘柄設定等の手続に

つきましては、東海農政局掲示板及びホームページに掲載し、銘柄設定等の要望の受

付を行いました。 

その結果、産地品種銘柄の選択銘柄として、醸造用玄米で岐阜県から「東濃酒１０

号」の銘柄設定の要望がありました。 

本日の意見聴取会の結果、銘柄の設定等について申請する必要が認められた場合に

は、農林水産省農産局長あて、申請することといたしますので、よろしくお願いいた

します。 

 

４．申請内容の説明 

【議事進行役】 

続いて、議事次第（２）の「銘柄設定等の申請について」ということで「申請者か

らの申請内容の説明」です。 

今回、新規銘柄設定１件の申請がございました。 

通常、意見聴取会に先立ち、事前に申請者から意見聴取を行っていますが、銘柄設

定のマニュアルによりますと、「有識者等の同意により、申請者を意見聴取の場に同

席させることができる」となっております。このまま、申請者の方にご同席いただき、

意見聴取を進めたいと思いますが、皆様よろしいでしょうか 

（「異議なし」を確認） 

 

ありがとうございます。 

では、順次申請内容の説明をお願いしますが、申請者は要点を絞って簡潔にお願い

します。 

「東濃酒１０号」を設定申請されました岐阜県様から、申請内容の説明をよろしく

お願いします 

 

【岐阜県】 

岐阜県農政部農産園芸課の中田と申します。お米の生産振興を担当しております。

本日はよろしくお願いします。 

申請書でもって当県の研究機関で育成した品種系統「東濃酒１０号」の銘柄設定に

ついてご説明をさせていただきます。申請書様式１－１号をご覧ください。申請内容

は銘柄の設定、銘柄の区分は産地品種銘柄、農産物の種類は醸造用玄米、産地は岐阜

県です。品種名は東濃酒１０号、選択銘柄での申請です。申請理由については、本県

試験研究機関である岐阜県中山間農業研究所で「ひだみのり」、「ひだほまれ」を親
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に人工交配で得られた組み合わせから選抜、育成されました。令和３年に地方系統番

号「東濃酒１０号」を付して令和５年に育成を完了しております。「ひだほまれ」よ

り心白発現率及び心白率がともに低いため高精白が可能という特徴があり、本系統を

原料にした日本酒は高い評価でした。 

そのため、「ひだほまれ」に続く新たな岐阜県産酒米の産地づくりを願う実需者か

らの評価も高く、販路及び栽培面積の拡大が見込まれるため、銘柄の申請を行います。

農産物検査機関については陶都信用農業協同組合としております。 

５ページのほうに、品種特性を記載しました。「ひだほまれ」との対比となります。

外観品質は心白発現率、心白率が低い。千粒重はやや小さく、玄米の形状は幅が短く

細長い。出穂期は約７日、成熟期は約 10 日遅い。収量は同程度。稈長は５cm 程度長

く、穂長は同程度、倒伏耐性は高く同程度、穂発芽性は高く同程度ということです。 

今後については、「東濃酒１０号」とは違う名称で種苗法に基づく品種登録出願を

行う方向で準備を進めており、現在は品種登録申請に向けた最終調整中。令和６年２

月までに農林水産省に対して品種登録出願を行う予定です。 

種苗法に定める育成者権の侵害の行為を及ぼさない状況については、育成者権者が

申請者と同一のため育成者権の侵害は起こりません。 

 

【議事進行役】 

続きまして、検査を行う登録検査機関としまして、陶都信用農業協同組合様から銘

柄鑑定上の特徴について説明をお願いします。 

 

【陶都信用農業協同組合】 

陶都信用農業協同組合経済部農業課で検査指導を行っています内藤と申します。よ

ろしくお願いします。 

検査関係ですが、先ほども県の方から特性ということで説明されたことと被るんで

すが、様式第１－４号を見ていただければ分かるとおり、特徴だけ言いますと、粒形

が大粒で幅が狭く細長い、「ひだほまれ」に比べてやや短いということとなっており

ます。色沢が淡い褐色、「ひだほまれ」と同程度。皮部の厚薄は薄い、「ひだほまれ」

と同程度となっております。心白の発現の程度ですが少ないとなっておりまして、

「ひだほまれ」と比べてやや少ないということになっております。縦溝ですがこれは

浅い、「ひだほまれ」と同等。胚の大小及び胚の形は普通で、「ひだほまれ」と同等。

千粒重が 26.9g、「ひだほまれ」と比べるとやや小さめとはなっております。その他

の欄として心白発現率、心白率が低いということで、やや、うるちに近いような品種

の特性になっていると思います。 

 

【議事進行役】 

これで申請品種について、申請内容の説明及び登録検査機関から品種上の特徴に
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ついて説明を受けましたが、次に新規設定の申請がありました品種についてサンプ

ルを用意しておりますので、まず現物を見ていただき、その後、意見を伺いたいと

思います。 

  まずは、現物の確認をお願いします。 

 

    （現物について確認） 

 

５．意見聴取 

【議事進行役】 

それでは、意見聴取に入らせていただきます。 

その前に、事務局から補足説明がありますのでお願いします。 

 

【事務局】 

事務局から補足説明をいたします。 

今回の意見聴取に先立ち、文書の掲示及び東海農政局ホームページへの掲載等によ

り、令和５年 11月８日から 11 月 30 日までの間、申請のありました銘柄設定等に係る

意見募集を行いましたところ、意見はありませんでしたので報告いたします。 

 

【議事進行役】 

それでは、「東濃酒１０号」についての意見聴取を行います。 

最初に岐阜県中山間農業研究所中津川支所様から、行政機関、試験研究機関として

ご意見を伺います。 

 

【岐阜県中山間農業研究所中津川支所】 

ただいま説明がございましたとおりでして、特性につきましては心白が小さい、発

現率も低いということで、これが一番のこの品種の特徴かなと。そのあたりが検査を

する時点で見ても区別性に大きくつながるかなというふうに考えてございます。 

 

【議事進行役】 

続きまして、岐阜県米麦改良協会様、よろしくお願いします。 

 

【岐阜県米麦改良協会】 

米麦改良協会でございます。私どもで酒米としましては「ひだほまれ」が種子とし

て５t 強、生産をしております。こういった主力品種が今、「コシヒカリ」をはじめ

として需要が減っている。そのなかで、他の品種が求められているという中で、私ど

もと関係機関で相談しまして、奨励品種以外の品種について、協会が示す生産計画の

中に載せようということで検討を進めている最中です。その対象として、「東濃酒１

０号」が一番先に上がっているわけなんですけども、今のところの需要でいきますと、

皮算用ですけど 600kg くらいかなというところでございまして今後、主力品種なり奨
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励品種なりということで伸びていくにはまだまだ少ない量でございますので、更なる

酒造業者さんでの評価を得て収量や必要量が増えてくるというようなことを期待して

いる次第でございます。銘柄の設定につきましては特に意見はございません。 

 

【議事進行役】 

続きまして、岐阜県酒造組合連合会様、よろしくお願いします。 

 

【岐阜県酒造組合連合会】 

まったく需要家が望む形で新品種という申請手続きですので、少しだけ意見を言わ

せていただきますと、私ども酒造組合、酒造りには、好適米、産地品種銘柄としては

「五百万石」、「ひだほまれ」、「揖斐の誉」と。「揖斐の誉」は私どもの組合員、

利用家の特定なところだけで使っている状態です。「五百万石」の実際の作付状況は

基本的に無い状況です。「ひだほまれ」オンリーと、私ども酒の方はやはり地酒とい

う形で、岐阜県さんの各担当の商工労働部県産品流通支援課などからもご支援を頂戴

して、少しでも需要振興を広めたいと思っているところであり、「ひだほまれ」オン

リーの特色として地場産のお米を利用しているというのは非常に地酒の立場、振興の

ためには役立つものです。今は「ひだほまれ」の一本足打法のような状態ですので、

これを岐阜県さんの研究所として中山間農業研究所長にお力をいただきながら、需要

家としてはこの「東濃酒１０号」を進めていただく中で来年６年秋産の新銘柄、新し

い名称での形がとれたらということで、ぜひともお願いしたいという立場でございま

す。 

 

【議事進行役】 

続きまして、岐阜県ＪＡ農産物検査協議会様、よろしくお願いします。生産者団体

であるＪＡ全農岐阜として併せてご意見をいただければと思います。 

 

【岐阜県ＪＡ農産物検査協議会】 

銘柄の設定に関しては特段言うことはありません。 

産地側と実需者側からの話としましては、「ひだほまれ」に関しては生産者側から

の立場からすると、土地的に合わないという声もたまに聞きはしておりましたので、

そういった生産者の方に対しては新しい品種が出てくることに関してはこちらとのマ

ッチングを今後進めていけば、より酒米の生産振興になるのかなということを考えて

おります。 

また、実需側に関してはそういった生産者の作付に関しての需要と供給のマッチン

グにつきまして、今後、発展していけばいいのかなと思っておりますので、よろしく

お願いいたします。 

 

【議事進行役】 

最後に、岐阜県商系グループ農産物検査協議会様、よろしくお願いします。実需者

であるギフライス様として併せてご意見いただきますようお願いします。 
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【岐阜県商系グループ農産物検査協議会】 

  銘柄に関しましては、新しい銘柄にしていただければいいかなと思います。実需者

側としましても、ほとんど私どもの登録検査機関は主食がメインで検査をしておりま

すので、あまり酒米の検査はしてはいないのですけども、やはり「ひだほまれ」とい

う、東濃地域で作るのに「ひだほまれ」という地産地消の部分で疑問が出てくるので

はないかなと思います。新しい酒米が今後、エリアの方で作られるのは、これは良い

ことではないかと考えております。 

 

【議事進行役】 

ひととおりご意見をお伺いしましたが、今までの意見を踏まえて、ご意見、ご質問

等がありましたらお願いします。 

 

それでは、他にご意見が無いようですので、岐阜県様から申請のありました「東濃

酒１０号」の銘柄設定等の申請について取りまとめをさせていただきます。 

銘柄設定の要件について、銘柄設定等の流れ図に基づき確認したいと思います。 

①の銘柄鑑定が可能であるかどうか。 

②の農産物規格規程に定める品位規程の適用が可能であるかどうかという点につい

ては、皆様に現物により品種の特性を確認していただきました。また、登録検査機関

から銘柄鑑定が可能であるとの説明をいただきました。 

③の種苗法に規定する育成者権の侵害の行為を及ぼさないという点につきましては、

申請書のとおり、育成者権者が申請者と同一のため、育成者権の侵害は及ぼさないと

のことです。 

⑤の銘柄検査を行う１以上の登録検査機関については、陶都信用農業協同組合が予

定されているところです。 

以上により、銘柄設定の要件を満たしていると判断できます。 

このことから、「東濃酒１０号」の産地品種銘柄の設定申請については、本省農産

局へ申請していくことで、よろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

それでは、銘柄設定の申請を進めていきたいと思います。 

 

これで今年度申請のありました品種について、意見聴取は全て終了しました。 

お忙しいところ意見聴取会にご出席いただき、ありがとうございました。 

本日の、意見聴取会におきましては、多くのご意見をいただきまして、お礼を申し

上げます。 

伺ったご意見をまとめ、申請書と併せて、本省農産局に報告し、その後、本省にお

いて銘柄設定等を行うかどうかを、検討されることになります。 

なお、銘柄設定の結果については、農産物規格規程が改正される際に関係者・関係
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団体の皆様に、お知らせしますので、よろしくお願いします。 

 

６．開 会 

【事務局】 

皆様、あらためまして、お疲れさまでした。 

これをもちまして、銘柄設定等の意見聴取会を閉会とします。 

本日は、どうもありがとうございました。 

 

これにて意見聴取を終わります。 


